
            社 団 法 人  日 本 舟 艇 工 業 会 

            会 費 お よ び 入 会 金 納 付 規 則 

 

( 目  的 ) 

第１条 社団法人日本舟艇工業会定款第７条の規定により本規則を定める。 

 

( 会員の会費 ) 

第２条 会費は年額をもって定める。 

 2. 正会員の会費は、定額会費、資本金別会費および舟艇関連部門の事業規模別会費の 

  合計金額とする。 

3.  賛助会員は、一般賛助会員とＦＲＰ船リサイクルシステム賛助会員（以下「リサイクル賛

助会員」という。）とする。 

4.  一般賛助会員の会費は、１口につき１０万円とし、１口以上とする。 

5. リサイクル賛助会員の会費は、１口につき２万円とし、１口以上とする。 

 

( 定額会費 ) 

第３条 定額会費は、役員である会員の場合は４０万円とし、その他の会員の場合は１０万円と

する。  

  

( 資本金別会費 ) 

第４条  資本金別会費は前年度末の払込資本金の額に応じ区分し、次のとおりとする。 

区 分 払 込 資 本 金 資本金別会費 

Ａ ５００億円以上 ８０万円 

Ｂ ２００億円以上５００億円未満  ６０万円 

Ｃ ５０億円以上２００億円未満 ４０万円 

Ｄ １０億円以上５０億円未満 ２０万円 

Ｅ １億円以上１０億円未満 １０万円 

Ｆ １億円未満 ４万円 

 

( 事業規模別会費 ) 

第５条 事業規模別会費は、会員の最近２年間の実績による舟艇関連部門の平均年間売上 

   高に応じ、次表に示す各層別により、算出した額の合計とする。但し、１,０００ 

   円未満は切り上げて １,０００円とする。   

舟艇関連部門の平均年間売上高層別 層別金額又は層別賦課率(1,000 分率) 

            １億円迄の額 １４０,０００円  

    １億円を超え  ２億円迄の額 ０.６００ 

    ２億円を超え  ３億円迄の額 ０.５００ 

    ３億円を超え  ５億円迄の額 ０.４００ 

    ５億円を超え １０億円迄の額 ０.３４０ 

   １０億円を超え ２０億円迄の額 ０.２４０  

   ２０億円を超え ３０億円迄の額 ０.１８０ 



   ３０億円を超え ４０億円迄の額 ０.１４０ 

   ４０億円を超え ５０億円迄の額 ０.１１０ 

   ５０億円を超え１００億円迄の額 ０.０９０ 

  １００億円を超え２００億円迄の額 ０.０７０ 

  ２００億円を超え３００億円迄の額 ０.０６０ 

  ３００億円を超え４００億円迄の額 ０.０５０ 

  ４００億円を超える額 ０.０４０ 

 

( 会費の決定および通知 ) 

第６条 正会員の会費は、毎年度第３条から第５条の規定に基づき算出し、会員に通知す 

   る。 

    なお、新規加入の正会員の会費については、第２条から第５条の規定に基づき、 

   入会の際これを定める。 

 

( 入会金 ) 

第７条 会員（リサイクル賛助会員を除く。）の入会金は、次のとおりとする。 

会員別 入会金 

正 会 員 １５万円 

一般賛助会員 ５万円 

 

 2. 一般賛助会員が正会員に変更された場合は、改めて入会金１０万円を納付するものとする。 

 3. 入会金は入会または会員資格変更と同時に納付するものとする。 

 

( 会費の納付 ) 

第８条  会費は、一度に納付の場合は、毎年 5 月末までに、また二回に分けて納付の場合は、毎

年 5月末までに半額を、毎年 10 月末までに残り半額を納付しなければならない。 

 2. 年度の途中に入会する会員は、入会時に会費の全額を納付しなければならない。 

 

( 臨時会費 ) 

第９条 特別の事由により全会員から臨時に会費を徴収する場合は、総会に諮りこれを定める。 

 

附  則    この規則は平成１８年４月１日から実施する。 

（ただし、第２条３項及び５項は、平成１７年８月１日から実施する） 

 

経  緯    昭和４５年  ５月２１日 創立総会において制定 

        昭和４９年  ５月 ７日 第４回通常総会において改訂 

        昭和５２年  ５月２５日 第７回通常総会において改訂 

        昭和５６年  ５月２７日 第１１回通常総会において改訂 

        昭和５７年  ５月２７日 第１２回通常総会において改訂 

        昭和６３年  ５月３０日 第１８回通常総会において改訂 

                平成１７年１０月２５日  臨時総会において改訂 


